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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載 

しておりません。 

２．営業収益には、消費税等は含んでおりません。 

回次 
第89期 

第１四半期連結
累計(会計)期間

第88期 

会計期間 

自平成20年 
４月１日 

至平成20年 
６月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成20年 
３月31日 

営業収益（百万円） 7,582 31,384 

経常利益（百万円） 1,918 7,176 

四半期（当期）純利益（百万円） 844 3,737 

純資産額（百万円） 71,998 70,456 

総資産額（百万円） 310,334 298,728 

１株当たり純資産額（円） 463.19 460.24 

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
5.73 25.56 

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
5.00 22.58 

自己資本比率（％） 22.2 22.6 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△7,735 △10,237 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△5,706 △56,878 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
11,658 68,332 

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
3,887 5,670 

従業員数（人） 239 237 
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２【事業の内容】 

 当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、 

重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

３【関係会社の状況】 

 当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）従業員数は、就業人員数であります。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）従業員数は、就業人員数であります。 

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 239   

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 92   
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第２【事業の状況】 

１【営業収益の状況】 

(1）営業収益の状況 

 当第１四半期連結会計期間における営業収益を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

 （注）当第１四半期連結会計期間より事業の種類別セグメントの名称を「ビル賃貸事業」から「ビル事業」に、「資産

開発・証券化事業」から「資産開発事業」にそれぞれ変更いたしました。 

  

(2）営業収益の内訳 

(イ）ビル事業 

 当第１四半期連結会計期間におけるビル事業の内訳を示すと次のとおりであります。 

 当第１四半期連結会計期間における東京証券取引所ビルの収入は、次のとおりであります。 

 （注）東京証券取引所ビルの賃貸借契約は２年ごとに更新しており、当連結会計年度が更新の年に当たりますが、当第

１四半期連結会計期間末においてはまだその額が決定しておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結会計期間 
平成20年4月1日～平成20年6月30日 

金額（百万円） 構成比（％） 

ビル事業 4,665 61.5 

住宅事業 1,795 23.7 

資産開発事業 569 7.5 

その他の事業 552 7.3 

計 7,582 100.0 

区分 

当第１四半期連結会計期間 
平成20年4月1日～平成20年6月30日 

面積（㎡） 金額（百万円） 

土    地 賃貸面積 3,604.88 32 

建    物 
賃貸面積 395,743.86 

4,624 
転貸面積 471.13 

その他の収益 － 7 

計 － 4,665 

区分 
当第１四半期連結会計期間 

平成20年4月1日～平成20年6月30日 

賃   貸   料 （百万円） 1,203 

営業収益に対する割合（％） 15.9 

固定資産賃貸収益に対する割合(％) 25.8 
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(ロ）住宅事業 

 当第１四半期連結会計期間における住宅事業の内訳を示すと次のとおりであります。 

 （注） 住宅事業における他社との共同事業物件の販売戸数、面積および金額は、当社持分によっております。 

(ハ）資産開発事業 

   当第１四半期連結会計期間における資産開発事業の内訳は、次のとおりであります。 

  

(ニ）その他の事業 

 当第１四半期連結会計期間におけるその他の事業の内訳を示すと次のとおりであります。 

区分 

当第１四半期連結会計期間 
平成20年4月1日～平成20年6月30日 

販売数量 金額（百万円） 

マンション 

ウェリス駒込レジデンス他  

 21戸

1,551  土地面積   1,463.81 ㎡ 

 建物面積   3,573.65 ㎡ 

住宅賃貸 
 賃貸面積    15,563.88 ㎡ 

 転貸面積      824.74 ㎡ 
209 

その他の収益 － 33 

計 － 1,795 

区分 

当第１四半期連結会計期間 
平成20年4月1日～平成20年6月30日 

金額（百万円） 

開発・運用収入等 536 

マネジメントフィー収入 32 

計 569 

区分 

当第１四半期連結会計期間 
平成20年4月1日～平成20年6月30日 

金額（百万円） 

不動産仲介手数料 115 

建物管理受託料 98 

請負工事売上高 221 

介護施設収益 95 

その他の収益 21 

計 552 
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２【経営上の重要な契約等】 

 当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

  

３【財政状態及び経営成績の分析】 

 当第１四半期連結会計期間の財務状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。 

  

(1)業績 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した昨年後半以降の米国経済

の減速、原油価格をはじめとした資源価格の高騰などにより、企業収益の減少、設備投資の鈍化、個人消費の伸び悩

み等、景気後退の局面にありました。不動産業界におきましては、新築大型ビルを中心に需要が底堅く、オフィスビ

ル市場は引き続き堅調なものの、マンションをはじめとした住宅市場は、地方や郊外物件で販売の鈍化傾向が顕著と

なってまいりました。 

 このような中、事業の種類別セグメントの状況は、以下のとおりであります。 

  

（イ）ビル事業部門 

  本部門においては、昨年８月に竣工いたしました「名古屋証券取引所ビル」等前期竣工・取得ビルの通期稼働、

「新大通ビルディング」（北海道札幌市中央区）取得による賃貸料等が寄与し、46億65百万円の計上となりまし

た。 

（ロ）住宅事業部門 

  本部門においては、「ウェリス駒込レジデンス」（東京都豊島区）など合計21戸のマンションを販売し、その収

益は15億51百万円となりました。これに賃貸住宅事業収益等を含めた本部門の収益は、17億95百万円の計上となり

ました。 

（ハ）資産開発事業部門 

   本部門においては、不動産の開発およびマネジメント業務における収益が、5億69百万円の計上となりました。 

（ニ）その他の事業部門 

  不動産仲介事業では、事業法人などへの営業活動により、その収益は1億15百万円となりました。また、請負工事

建物管理事業の収益は3億20百万円、介護施設事業の収益は95百万円となり、その他収益を加えました本部門の収益

は5億52百万円の計上となりました。 

（ホ）当社グループの全体の状況 

   以上により、当第１四半期連結会計期間における当社グループ全体の状況は次のとおりとなりました。 

  営業収益全体では75億82百万円、売上原価は40億3百万円、販売費および一般管理費は10億43百万円の計上となり

ました。 

 この結果、営業利益は25億35百万円、経常利益は19億18百万円、四半期純利益は8億44百万円の計上となりまし

た。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

   当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結

会計年度末に比べて17億83百万円減少し、38億87百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益15億12百万円があった一方、たな卸資産の増

加51億49百万円、営業出資の増加25億49百万円などがあり、77億35百万円の資金の減少となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などで、57億6百万円の資金の減少とな

りました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入などで、116億58百万円の資金の増加となりまし

た。 

 （注）「第２ 事業の状況」において消費税等については、税抜きにより表示しております。 
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(3）事業上および財務上の対処すべき課題 

    当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

       なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。 

  

 当社は、平成19年６月27日開催の定時株主総会において、「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛

策）」（以下「本プラン」といいます。）の導入を次のとおり決議いたしました。 

  

１．企業価値の向上ならびに株主共同の利益確保への取組み  

 当社は、我が国金融マーケットの中枢的機能・役割を担う東京、大阪、名古屋などの証券取引所、そのビルのオー

ナー企業として、１９４７年（昭和２２年）に創立されてから、今年で６０周年を迎えることになりました。 

 この間、当社は、「快適なオフィス環境と住まう人に心から満足していただける生活空間を提供する」という経営

理念の下、不動産の賃貸・販売・資産開発証券化の３部門を基幹事業とし、常に時代の変化を先取りし、ユーザーの

多様なニーズに応え、多くのユーザーから確かな信頼のもと高い評価を得て事業展開を行ってまいりました。 

 また、当社は更なる企業価値の増大と株主共同の利益の確保を目指し、２００５年１１月に、２００９年３月期ま

での３か年中期経営計画「Growth 2009」を策定いたしました。 

 この計画では、今後の当社の企業価値の持続的成長を図るための諸施策を示すとともに、「証券市場のダイナミズ

ムを支える企業」としての当社の特長を活かしていくことを明確にしております。特に、ビル賃貸事業におきまして

は、その中核に証券取引所に対する施設賃貸事業があります。言うまでも無く、証券取引所は、我が国金融マーケッ

トの根幹を担う極めて公共性の高い機関であり、その施設を提供する当社においては、その社会的公器としての機能

を維持・向上するために、施設面から支えるという重要な役割・使命が課せられております。このような観点から、

現在、東京、大阪に続き、名古屋の証券取引所ビルの建替えを行っているところであります。 

 加えて、兜町（東京）、北浜（大阪）、伊勢町（名古屋）において、地域の活性化と業容の拡大、収益力の強化を

目指し、オフィスビル、商業施設、ホテル等の開発などに鋭意取組んでおります。 

 一方、お客様の不動産に係る価値観が多様化するなか、住宅開発事業においては、他社とのコラボレーションによ

る大規模マンション分譲の他、自社単独の住宅開発事業への進出、更に賃貸住宅事業分野においては、「コレクティ

ブハウス」という新しい事業分野への展開にも取組んでおります。 

 資産開発証券化事業については、証券化手法を活用した開発事業等を展開するとともに、アセットマネジメントな

どのフィービジネスの一層の拡大を図っております。また、プライベートファンドについても資産拡大など戦略的展

開を図っております。 

 当社としては、このような中期経営計画の着実な実現に向けた不動産の賃貸・販売・資産開発証券化の様々な取組

みが、当社の企業価値ひいては株主価値の向上につながり、株主を始めとするあらゆるステークホルダーからの厚い

信頼と利益に資するものと深く確信しております。 

  

２．本プランの導入の目的 

 当社は、前述のとおり３か年中期経営計画「Growth 2009」のもとで、当社の企業価値の向上ならびに株主共同の

利益確保のための取組みを一層推進してまいる所存ですが、昨今、相手先企業との十分な協議を行うことなく、株式

の大量買付けが突然行われるケースがあります。この買付提案に応ずるか否かは最終的には株主の皆様のご判断によ

るものと考えますが、当社の企業価値と株主共同の利益につながるものであれば、当社自身もこれを受け入れます。

 しかし、この判断を下すためには、買収の目的や条件等の情報を十分に把握した上、当社の使命や企業価値、株主

共同の利益を毀損しないかどうかなどを検討、当社としての意見を示す必要があります。 

 このように、当社は、買収を行おうとする者が具体的買付行為を行う前に経るべき手続を、明確かつ具体的に示し

た本プランの導入を決定しました。 

 本プランは、当社取締役会が代替案を含め買収提案を検討するために必要な情報と相当な期間を確保することによ

り、株主の皆様が買収提案に関し適正な判断を行えるようにすることに加え、当社の企業価値、株主共同の利益を毀

損することになる悪質な大量買付けを抑止することを目的としております。 

 なお、本プランは、関係諸法令、裁判例、東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る規則等ならびに経済産

業省および法務省の定めた「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」等に則

っております。 

  

３．本プランの概要 

 本プランは、一定規模以上の当社株式の買付けを行おうとする者（「４．買付プロセス」において定義します。以

下「大量買付者」といいます。）に対し、次の「４．買付プロセス」に記載する手続（以下「買付プロセス」といい

ます。）に従い、当社に事前に十分な情報提供を行っていただくとともに、この情報提供に基づき当社が、大量買付
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者が行う買付けに対する賛否について、十分な検討期間を確保することを目的とするものです。 

 この目的を達成するために、当社は、①大量買付者が、買付プロセスを遵守しないと当社取締役会が判断した場

合、または②大量買付者が行う買付けが、当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうなどの濫用目的であ

ると当社取締役会が判断した場合には、対抗措置を取ることとします（ただし、対抗措置を取らない場合もありま

す）。なお、当社取締役会は、この判断に際して、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、

当社社外監査役または社外有識者から構成される委員会（以下「独立委員会」といいます。）の勧告を最大限尊重い

たします。 

 上記の本プランにおける対抗措置として、新株予約権の無償割当等、法令等および当社定款上認められる対抗措置

を用いる場合があります。 

  

４．買付プロセス 

(1) 定義 

    以下の①または②に該当する買付けを「大量買付け」といい、この大量買付けを提案する者または行う者を  

   「大量買付者」といいます。 

    ①当社の株券等(※1)について、保有者(※2)とその共同保有者(※3)の株券等保有割合(※4)の合計が20%以上と 

      なる買付けその他の取得 

    ②当社の株券等(※5)について、公開買付(※6)者とその特別関係者(※7)の株券等所有割合(※8)の合計が20%以 

      上となる公開買付け    

      ※1 証券取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。 

      ※2 証券取引法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同第3項に基づき保有者に含まれる者を含みま 

      す。(当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。) 

   ※3 証券取引法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同第6項に基づき共同保有者とみなされる者 

      を含みます。(当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。) 

   ※4 証券取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。 

   ※5 証券取引法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。 

   ※6 証券取引法第27条の2第6項に規定する公開買付けをいいます。 

   ※7 証券取引法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます(当社取締役会がこれらに該当すると認めた

      者を含みます。)。 

   ※8 証券取引法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。 

      以下、別段の定めがない限り同様とします。 

  

(2)大量買付者による情報提供 

   大量買付者には、大量買付けに着手する前に、当社取締役会宛に、買付プロセスに従う旨を記載した書面（以 

  下「買付プロセス承諾書」といいます。）および下記の①～⑧に掲げる事項を記載した書面（以下「買付情報 

  書」 といいます。）を提出していただきます。書面はすべて日本語により作成していただきます。なお、「買付

  プロセス承諾書」または「買付情報書」が提出された場合は、当社取締役会または独立委員会が適切と判断する 

  事項について、ただちに株主の皆様に開示いたします。 

   当社取締役会または独立委員会は、両書面を受領後10営業日以内に大量買付者に対して⑧に掲げる情報を求め 

  ることがあります。また、その後、当社取締役会または独立委員会は、必要に応じ大量買付者に対して追加的に 

  情報提供を求めることがあります。 

   ①大量買付者とそのグループ（主要な株主または出資者および重要な子会社・関連会社・共同保有者、特別関 

    係者を含み、ファンドの場合は主要な組合員、出資者（直接・間接を問いません。）その他構成員ならびに 

    業務執行組合員および投資に関する助言を継続的に行っている者を含みます。）の詳細（名称、住所、日本 

    国内連絡先、資本関係、財務内容、事業内容、構成員など） 

   ②大量買付けの目的・方法・内容（大量買付けの対価額・種類、買付時期、関連する取引の仕組み、大量買付 

    方法の適法性、大量買付けの実行可能性など） 

   ③大量買付行為に関して大量買付者以外の第三者との間に意思連絡がある場合には、その相手方および内容 

   ④大量買付価格の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報、大量買付けに 

    より得られる予想シナジーの額・算定根拠など） 

   ⑤大量買付資金の裏づけ（実質提供者を含む資金提供者の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容など） 

   ⑥大量買付後の当社グループの経営方針、事業計画、資本政策、配当政策（株式の売却や交換、上場廃止、事 

    業の売却や撤退、事業方針の変更、資産の売却、負債額の変更、経営陣の変更など） 

   ⑦大量買付後の当社グループの利害関係者（従業員、取引先、顧客など）に関する方針 

   ⑧その他、当社取締役会または独立委員会が合理的に必要と判断する情報 
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５．当社取締役会の判断 

(1)独立委員会 

 ①独立委員会の設置 

   当社は、本プランの導入に際し、対抗措置の発動等に関する当社取締役会の恣意的な判断または過剰な対抗措

  置の発動を防止するため、企業経営について高度の見識を有しており、かつ当社の業務執行を行う経営陣から独

  立している当社社外取締役、社外監査役または社外有識者（弁護士、公認会計士等の専門家）から構成する独立

  委員会を設置します。 

   独立委員会委員は3名以上とします。 

 ②独立委員会の権限等 

   独立委員会は、当社取締役会が大量買付けへの対抗措置を行うか否かを決定するに当たり、当該大量買付けが

  買付プロセスに従ったものであるかどうか、濫用目的に該当するかどうか等を検討の上決議し、その結果を当社

  取締役会に対する勧告として、その理由・根拠とともに当社取締役会に提示します。当社取締役会は、対抗措置

  を講じるか否かの判断に際して、独立委員会による上記勧告を最大限尊重するものとします。 

   なお、独立委員会が上記検討を行う期間は、独立委員会が大量買付者による情報提供が完全に行われたと判断

  した日の翌日から起算した60営業日間とします。ただし、合理的な理由がある場合には、独立委員会はその検討

  期間を必要な範囲内で最長で30営業日間延長することができるものとします。延長する場合は、その理由および

   期間を開示いたします。独立委員会が上記検討を行う期間は、大量買付者には大量買付けを控えていただきま 

  す。 

   独立委員会の詳細については、別紙３「独立委員会規則」および別紙４「独立委員会の委員略歴」をご参照く

  ださい。 

(2)大量買付者が買付プロセスを遵守しない場合 

   独立委員会は、大量買付者が買付プロセスを遵守しないと判断した場合、当社の企業価値向上および株主共同 

  の利益確保のために対抗措置を発動させないことが必要であることが明白であること、その他特段の事情がある 

  場合を除き、原則として、当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。 

(3)大量買付者が買付プロセスを遵守する場合 

   独立委員会は、大量買付者が買付プロセスを遵守していると判断した場合、原則として、当社取締役会に対し 

   て、対抗措置の不発動を勧告します。 

   ただし、独立委員会は、大量買付者が買付プロセスを遵守していると判断した場合であっても、当該大量買付 

  者が行う大量買付けが当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうなどの濫用目的によるものと判断す 

  るときは、当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。具体的には、以下に掲げる場合に該当すると 

  判断したとき、独立委員会は、当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。 

   ①いわゆるグリーンメイラー。すなわち、大量買付けが株価をつり上げ、これを当社または当社の関係者等に 

    引き取らせることを目的とする場合 

   ②いわゆる焦土化。すなわち、大量買付けが当社の経営を一時的に支配し、経営上のノウハウ、企業秘密、主 

    要取引先や顧客等の重要な資産等を廉価に取得する等当社の犠牲の下に大量買付者の利益を実現する経営を 

    行うことを目的とする場合 

   ③大量買付けが当社の資産を大量買付者の債務の担保や弁済原資として流用することを目的とする場合 

   ④大量買付けが当社の不動産や有価証券などの資産等を処分し、その利益によって一時的な高配当を得、また 

     はこれによる株価上昇後の株式売り抜けを目的とする場合 

   ⑤いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付けで全株式の買付けを勧誘することなく、二段階目の買収条件を不 

    利に設定し、あるいは明確にしないで公開買付け等の株式買付けを行うことをいう。）など、大量買付けが 

    株主の皆様に売却を事実上強要するおそれがある場合 

   ⑥大量買付者の大量買付けの条件等（対価の価額・種類、対価の価額の算定根拠等）ならびに買付けの内容、 

    時期および方法等が当社の企業価値に鑑み、著しく不十分または不適当な場合 

   ⑦大量買付者の支配権取得により、株主の皆様はもとより、お客様、取引先、従業員その他当社の利害関係者 

    の利益を含む当社の企業価値が著しく損なわれることが予想されたり、当社の企業価値の維持および向上を 

    著しく妨げるおそれがある場合、または大量買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的 

    な将来の企業価値の比較において、当該大量買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業価値と比べ、明 

    らかに劣後する場合 

   ⑧大量買付者による支配権取得の事実それ自体が、当社の重要な取引先を喪失させる等、当社の企業価値を著 

    しく損なうものである場合 

   ⑨大量買付者の経営者または主要株主に反社会的勢力と関係を有する者が含まれている場合等、公序良俗の観 

    点から大量買付者が当社の支配権を取得することが不適切である場合 

   ⑩その他上記①ないし⑨に準じる場合で、当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうと認められる 

2008/08/14 9:56:27平和不動産株式会社/四半期報告書/2008-06-30



    場合 

  

６．本プランにおける対抗措置の具体的内容 

 当社取締役会は、本プランにおける対抗措置として、新株予約権の無償割当等、法令等および当社定款上認められ

る対抗措置を用いる場合があります。 

 本プランにおける対抗措置としての新株予約権の無償割当の詳細については、別紙２「新株予約権の要項」をご参

照ください。 

  

７．情報の開示について 

 当社は、上記５．（２）および（３）の独立委員会が取締役会に対して行った勧告内容、ならびに６．本プランに

おける対抗措置の具体的内容等について、ただちに株主の皆様に開示いたします。 

  

８．本プランの有効期間、廃止および改定 

 本プランの有効期間は、平成１９年６月２７日開催の当社定時株主総会において出席株主の皆様の議決権の過半数

のご承認をいただいた時から、平成２０年度決算に関する当社定時株主総会（平成２１年６月開催予定）終結の時ま

でとします。ただし、有効期間内であっても、当社株主総会で本プランを廃止する議案が承認された場合、または当

社取締役会で本プランを廃止する決議が行われた場合には、本プランを廃止いたします。 

 なお、本プランの有効期間内において、法令や証券取引所の規則などの新設または改廃に伴い、本プランに定める

条項または用語の意義等に改定を加える必要が生じた場合には、当社取締役会において、当該新設または改廃の趣旨

を考慮の上、本プランに定める条項または用語の意義等を適宜合理的な範囲内で改定することができるものとしま

す。 

 当社は、本プランが廃止または改定された場合には、ただちにその旨を株主の皆様に開示いたします。 

  

９．株主および投資家の皆様への影響 

 (1)本プランの導入時に与える影響 

    本プランの導入時点では新株予約権の割当ては行われませんので、株主の皆様または投資家の皆様の権利・ 

   利益には具体的な影響が生じることはありません。 

 (2)本プランに定める対抗措置の発動時(新株予約権の割当時および行使時)に与える影響 

    対抗措置として新株予約権の無償割当を行うことを決議した場合には、当社は、割当に係る基準日を公告 

   し、当該基準日における最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主の皆様に新株予約権 

   を無償で割り当てるため、名義書換未了の株主の皆様におかれましては、速やかに株式の名義書換手続を行っ 

   ていただく必要があります。 

    新株予約権の割当時には、当社取締役会が新株予約権の割当決議において別途設定する割当期日における株 

   主の皆様に対し、その保有する株式1株につき1個の割合で、新株予約権が無償にて割り当てられます。この場 

   合において、本プランに違反した大量買付者およびこの者と一定の関係にある等の例外事由該当者は新株予約 

   権を行使できないため、他の株主の皆様の新株予約権行使によって、結果的に大量買付者の法的権利または経 

   済的利益に不利益が発生するおそれがあります。また、仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、所定の新株 

   予約権の行使手続を行わない場合には、他の株主の皆様の新株予約権の行使によって、結果的に当該株主の法 

   的権利または経済的利益に不利益が発生するおそれがあります。 

    なお、当社が新株予約権を当社株式と引換えに取得できる旨の条項を適用した場合には、株主の皆様におい 

   て、新株予約権行使の手続は必要ありません。 

    また、対抗措置として新株予約権の無償割当を当社取締役会が決議した場合であって、新株予約権の無償割 

   当を受けるべき株主様が確定した後において、例えば、大量買付者が大量買付け等を撤回する等の事情によ  

   り、当社が、新株予約権の割当てを中止し、または無償割当された新株予約権を無償取得する場合には、結果 

   として当社株式1株当たりの価値の希釈化は生じないことから、当社株式1株当たりの価値の希釈化が生じるこ 

   とを前提にして売買を行った投資家の皆様には、株価の変動により相応の損害が発生する場合があります。 

                                                以 上 

  

別紙１ 本プランの内容（大量買付けが開始された場合のフローチャート） 

別紙２ 新株予約権の要項 

別紙３ 独立委員会規則 

別紙４ 独立委員会の委員略歴 

（注） 証券取引法は、平成１９年９月３０日、金融商品取引法に改題、施行されました。 
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別紙１ 

             本プランの内容（大量買付けが開始された場合のフローチャート） 

 
 （注） 上記フローチャートは、「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に対する理解を容易にす

ることを目的として作成したものであります。 

詳細については本文をご覧ください。 

  

 大量買付者の出現 

当社への「買付プロセス承諾書」および「買付情報書」の提出要請 

（独立委員会による判断） 
・大量買付者が買付プロセスを遵守しているか否か 
・大量買付が濫用目的によるものか否か等 
 
（検討期間） 
・60営業日以内。ただし、合理的理由がある場合には、その検討期間を必要な範囲内で
最長で30営業日延長できる。 

提出あり 提出なし 

独立委員会が対抗措置の不発
動を勧告 

取締役会が対抗措置の不発動
を決議 

独立委員会が対抗措置の発動
を勧告 

取締役会が対抗措置の発動を
決議 
（新株予約権の無償割当等）
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別紙２ 

新株予約権の要項 

Ⅰ．本新株予約権の内容 

 (a) 本新株予約権の目的である株式の種類および数 

   本新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とする。本新株予約権の目的である株式の総数は、当

  社取締役会で別途定める割当てにかかる基準日における最終の発行済株式総数（ただし、当社の所有する当社普

  通株式の数を除く。）と同数とする。 

 (b) 各本新株予約権の発行価額 

   無償とする。 

 (c) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

   各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は1円以上とする。 

 (d) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金 

   当社取締役会が別途定めるものとする。 

 (e) 本新株予約権の譲渡制限 

   本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 

 (f) 本新株予約権の行使条件 

  1) 以下のいずれかに該当する者は本新株予約権を行使できない。 

   ① 大量買付者（注1） 

   ② 大量買付者の共同保有者（注2） 

   ③ 大量買付者の特別関係者（注3） 

   ④ ①ないし③に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受または承継した者 

   ⑤ ①ないし④に該当する者の関連者（実質的に、大量買付者が支配し、大量買付者に支配されもしくは大量 

     買付者と共同の支配下にある者として当社取締役会が認めた者、または大量買付者と協調して行動する者 

     として当社取締役会が認めた者をいう。） 

   注1：「大量買付者」とは、(ⅰ)当社が発行者である株券等(証券取引法第27条の23第１項に定義される。）に

      ついて、保有者（同法第27条の23第1項に定義される保有者をいい、同第3項に基づき保有者に含まれる

      ものを含む（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含む。）。）とその共同保有者（注2に定 

      義される。）の株券等保有割合（同法第27条の23第4項に定義される。）の合計が20％以上となった者 

      またはそのようになったと当社取締役会が認める者、または(ⅱ)当社が発行者である株券等（同法第27

      条の2第1項に定義される。）について、買付け後における公開買付（同法第27条の2第6項に定義され 

      る。）者とその特別関係者（注３に定義される。）の株券等所有割合（同法第27条の2第8項に定義され

      る。）が20％以上となる公開買付けの開始公告を行った者をいう。 

   注2：「共同保有者」とは、証券取引法第27条の23第5項に定義される共同保有者をいい、同条第6項に基づき 

      共同保有者とみなされる者を含む（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含む。）。 

   注3：「特別関係者」とは、証券取引法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいう（当社取締役会がこれに 

      該当すると認めた者を含む。）。 

  2) 適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者が本新株予約権を行使するために、①所定の手続 

    の履行もしくは②所定の条件（一定期間の行使禁止、所定の書類の提出等を含む。）の充足、または③その 

    双方（以下「準拠法行使手続・条件」と総称する。）が必要とされる場合には、当該管轄地域に所在する者 

     は、当該準拠法行使手続・条件が全て履行または充足された場合に限り、本新株予約権を行使することがで 

    きる。ただし、当該管轄地域に所在する者が本新株予約権を行使するために当社が履行または充足すること 

    が必要とされる準拠法行使手続・条件については、当社としてこれを履行または充足する義務は負わないも 

    のとする。また、当該管轄地域に所在する者が本新株予約権を行使することが当該法令上認められない場合 

    には、当該管轄地域に所在する者は、本新株予約権を行使することができない。 

   3) 上記2)にかかわらず、米国に所在する者は、当社に対し、①自らが米国1933年証券法ルール501（a）に定義 

    する適格投資家（accredited investor）であることを表明、保証し、かつ②その保有する本新株予約権の行

    使の結果取得する当社普通株式の転売は東京証券取引所における普通取引（ただし、事前の取決めに基づか 

    ず、かつ事前の勧誘を行わないものとする。）によってのみこれを行うことを誓約した場合に限り、当該本 

    新株予約権を行使することができる。当社は、かかる場合に限り、当該米国に所在する者が当該本新株予約 

    権を行使するために当社が履行または充足することが必要とされる米国1933年証券法レギュレーションＤお 

    よび米国州法に係る準拠法行使手続・条件を履行または充足するものとする。なお、米国における法令の変 

    更等の理由により、米国に所在する者が上記①および②を充足しても米国証券法上適法に本新株予約権の行 

    使を認めることができないと当社取締役会が認める場合には、米国に所在する者は、本新株予約権を行使す 

    ることができない。 
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  4) 上記1)ないし3)の規定に従い本新株予約権を有する者が本新株予約権を行使することができない場合であっ 

    ても、当社は、当該本新株予約権を有する者に対して、損害賠償責任その他の責任を一切負わないものとす 

    る。 

(g) 本新株予約権の行使期間 

  本新株予約権の行使期間は、本新株予約権の効力発生日から2か月以内の当社取締役会が別途定める期間とす  

  る。 

(h) 当社による本新株予約権の取得 

  当社は、当社取締役会の決定により、本新株予約権の無償割当の効力発生日から本新株予約権の行使期間が満了

  する時までの間で当社取締役会が定める日において、本新株予約権1個につき当社普通株式1株を交付することに

  より、上記(f) 1)記載の①ないし⑤のいずれにも該当しない者の有する本新株予約権を取得することができる。

(i) 合併、会社分割、株式交換および株式移転の場合の本新株予約権の交付およびその条件 

  当社取締役会が別途定めるものとする。 

(j) 新株予約権証券の発行制限 

  本新株予約権証券は、これを発行しない。 

(k) 本新株予約権の消却事由等 

  本新株予約権の消却事由および消却条件は、これを定めない。 

  

Ⅱ．株主に割り当てる本新株予約権の数 

  当社取締役会で別途定める割当てにかかる基準日における最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録

 された株主に対し、その所有する当社普通株式（ただし、当社の所有する当社普通株式を除く。）1株につき1個の

 割合で本新株予約権を無償で割り当てる。 

  

Ⅲ．本新株予約権無償割当の効力発生日 

  当社取締役会が別途定めるものとする。 

  

Ⅳ．法令の改正等による修正 

  法令の新設または改廃により、上記に定める条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合において

 は、当該新設または改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読

 み替えるものとする。 

                                                以 上 

  

2008/08/14 9:56:27平和不動産株式会社/四半期報告書/2008-06-30



別紙３ 

 独立委員会規則 

第１条（目的） 

  １ 独立委員会は、当社株式の大量買付けが行われようとしている場合、または行われた場合において、当該大量

   買付けを行う大量買付者が買付プロセスを遵守しているか否か、および当該大量買付けが当社の企業価値および

   株主共同の利益を損なうなどの濫用目的によるものか否かを公正・中立な第三者の視点から判断し、当社取締役

   会が当該大量買付けへの対抗措置として新株予約権の無償割当等を行うことが相当かどうかを取締役会に勧告す

   ることにより、当社取締役会による恣意的な判断または過剰な対抗措置を防止することを目的として設置される

   ものとする。 

  ２ 本規則において用いられる用語は、別途明示に定められる場合を除き、本プラン（当社取締役会にて決議さ 

  れ、株主総会による承認を得た「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」をいう。以下同 

  じ。）で定義された意味と同一の意味を有するものとする。 

第２条（設置） 

   独立委員会は、当社取締役会がこれを設置する。 

第３条（組織） 

 １ 独立委員会は、独立委員会委員の全員をもって構成する。 

 ２ 独立委員会委員は、3名以上とする。 

 ３ 独立委員会委員は、当社社外取締役、当社社外監査役および社外有識者（弁護士、公認会計士等の専門家）の

  うち、以下の条件を満たす者の中から当社取締役会により選任される。 

  (1) 現在または過去において当社、当社の子会社または関連会社（以下、総称して「当社等」という。）の取締

    役（ただし、社外取締役を除く。以下同じ。）または監査役（ただし、社外監査役を除く。以下同じ。）等

    となったことがないこと 

  (2) 現在または過去における当社等の取締役または監査役の親族でないこと 

  (3) 当社等との間に特別利害関係がないこと 

 ４ 独立委員会委員は、別途当社取締役会が指定する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者で

  なければならない。  

第４条（任期） 

   独立委員会委員の任期は、就任した日から2回目に到来する定時株主総会の終結のときまでとする。ただし、 

  次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。 

  (1) 就任後最初に到来する本プランの有効期限が経過したとき 

  (2) 当社社外取締役または当社社外監査役である独立委員会委員が、取締役または監査役でなくなったとき 

第５条（職務） 

 １ 独立委員会は、大量買付者から当社取締役会に提出された買付情報書に記載された情報に基づいて、以下の各

  号に掲げる事項を検討の上決議し、大量買付者から情報提供が完全に行われた日の翌日から起算して60営業日以

  内（ただし、合理的な理由がある場合には、必要な範囲内で最長で30営業日間延長できるものとする。）に当社

  取締役会に対して勧告を行う。 

  (1) 大量買付けが当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうなど濫用目的によるものか否か 

  (2) 新株予約権の無償割当の適否 

  (3) その他、本プランに関し当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に諮問した事項

 ２ 独立委員会は、前項の勧告を行うにあたっては、当社の企業価値および株主共同の利益に資するか否かの観点

  から判断しなければならず、専ら自己または当社取締役の個人的利益を図ることを目的としてはならない。 

 ３ 独立委員会は、第１項各号に掲げる事項に加え、以下の各号に掲げる事項を行うものとする。 

  (1) 大量買付者から得た情報、独立委員会の決定および当社取締役会の決定等、本プランに関する情報につき株

    主に対して開示すべき時期および開示すべき内容の決定 

  (2) 大量買付者および当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報およびその回答期限の決定 

  (3) 大量買付者が買収プロセスを遵守しているか否かについての判断 

  (4) その他本プランにおいて独立委員会が行うことができると定められた事項 

 ４ 独立委員会は、買付情報書の記載内容が不十分であると判断した場合には、当社取締役会を通じてまたは独自

  に、大量買付者に対し、情報を追加的に提出するよう求めるものとする。 

 ５ 独立委員会は、大量買付者から買付情報書および当社取締役会または独立委員会から追加提出を求められた情

  報が提出された場合、当社取締役会に対して、所定の合理的な期間内に、大量買付者の大量買付けの内容に対す

  る意見およびその根拠となる資料、代替案その他独立委員会が適宜必要と認める情報、資料等を提示するよう求

  めることができる。 

 ６ 独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その他独立委員会が必要と認める
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  者の出席を求め、独立委員会が求める事項に関する説明を求めることができる。 

 ７ 独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（投資銀行、証券会社、フィナンシャルアドバイザー、弁護 

  士、公認会計士等の専門家）の助言を得ることができる。 

第６条（招集） 

 １ 独立委員会の各委員および当社取締役会は、大量買付けがなされた場合その他いつでも独立委員会を招集する

  ことができる。 

 ２ 独立委員会の招集通知は、各独立委員会委員に対し開催日の３日前までに発信しなければならない。ただし、

  緊急のときはこれを短縮できるものとする。 

 ３ 独立委員会委員の全員の同意がある場合には、前項の招集手続を経ずに独立委員会を開催することができる。

第７条（議長） 

 １ 独立委員会の議長は、独立委員会で予め定めた者がこれに当る。 

 ２ 前項に規定する者に事故あるときは、予め独立委員会で定めた順序により、他の独立委員会委員が代行する。

第８条（決議の方法） 

 １ 独立委員会の決議は、独立委員会委員の全員が出席し、その過半数の賛成をもってこれを行う。ただし、独立

  委員会委員に事故その他やむを得ない事由がある場合には、独立委員会委員の過半数が出席し、その議決権の過

  半数の賛成をもってこれを行うことができる。 

 ２ 独立委員会委員が独立委員会を欠席するときは、原則として開催日の前日までに、その旨を理由とともに書面

  で事務局に届出なければならない。 

 ３ 独立委員会の決議に関して特別の利害関係を有する独立委員会委員は、決議に参加することができない。 

 ４ 独立委員会は、決議の結果を、理由を付して速やかに当社取締役会に勧告しなければならない。 

 ５ 当社取締役会は、前項の独立委員会の勧告を最大限尊重して、最終的な決定を行う。 

第９条（議事録） 

   独立委員会の議事については、その経過要領および結果を記載した議事録を２通作成し、出席した独立委員会

  委員が記名押印する。 

第１０条（株主等への情報の開示） 

   独立委員会の勧告内容については、当該事項についての当社取締役会の決議内容を開示する際に、その概要を

  開示するものとする。 

第１１条（改廃） 

   本規則の改廃は、当社取締役会の決議による。 

  

                  付   則 

 本規則は、平成１９年６月２７日より施行する。 
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別紙４ 

独立委員会の委員略歴 

  ＜社外取締役＞ 

   梅 原 馨（うめはら かおる） 

   （略歴） 

   昭和３２年 ４ 月   共和証券株式会社 入社 

   昭和３５年１１月   共和証券株式会社 取締役 

   昭和５６年１１月   共和証券株式会社 取締役社長（現職） 

      平成１０年 ６ 月   当社社外取締役（現職） 

   平成１１年 ７ 月   東証正会員協会 会長 

   平成１６年 ６ 月   株式会社ジャスダック 監査役 

     平成１６年 ７ 月   日本証券業協会 理事 

  

  ＜社外監査役＞ 

   金田尚武（かねだ よしたけ） 

   （略歴） 

   昭和４４年 ４ 月   大阪証券取引所 入所 

   平成１３年 ２ 月   大阪証券取引所 調査部長 

   平成１４年 ６ 月   大阪証券取引所 監査役 

   平成１６年 ６ 月   大阪証券取引所 取締役 

   平成１７年 ６ 月   当社社外監査役（現職） 

   平成１７年 ８ 月   財団法人日本証券経済研究所 理事（現職） 

  

  ＜社外監査役＞ 

   角谷正彦（かどたに まさひこ） 

   （略歴） 

   昭和３３年 ４ 月   大蔵省入省 

   昭和５８年 ６ 月   東海財務局長 

   昭和６３年 ６ 月   大蔵省証券局長 

   平成 ２ 年 ６ 月   国税庁長官 

   平成 ６ 年１２月   中小企業金融公庫 総裁 

   平成１２年 １ 月   株式会社日本興業銀行 顧問 

   平成１６年 ６ 月   株式会社みずほフィナンシャルグループ 監査役（現職） 

   平成１８年 ６ 月   当社社外監査役（現職） 

  

当面、独立委員会委員は、上記３名とし、今後必要に応じ増員を行うことがあります。 

                                   以 上 
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(4）研究開発活動 

  該当事項はありません。 

  

  

第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 

 当第１四半期連結会計期間において、主要な設備についての重要な異動はありません。 

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な

変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 
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第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成20年8月1日からこの第１四半期報告書提出日までの転換社債型新株予約権付

    社債の権利の行使により発行された株式数は含まれておりません。 

（２）【新株予約権等の状況】 

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

  無担保転換社債型新株予約権付社債（平成19年6月7日取締役会決議） 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 550,000,000 

計 550,000,000 

種類 
第１四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成20年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成20年８月13日） 

上場金融商品取引所名
または登録認可金融商
品取引業協会名 

内容 

普通株式 149,503,980 149,503,980 

東京証券取引所 

（市場第一部） 

大阪証券取引所 

（市場第一部） 

名古屋証券取引所 

（市場第一部） 

福岡証券取引所 

札幌証券取引所 

「普通株式」

とは株主とし

ての権利内容

に制限のない

基準となる株

式 

計 149,503,980 149,503,980 － － 

 
第１四半期会計期間末現在 

（平成20年6月30日） 

新株予約権付社債の残高（百万円） 20,000 

新株予約権の数（個） 20,000 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 19,704,433 

新株予約権の行使時の払込金額（円／株） 1,015 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年８月１日 

至 平成24年６月21日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格および資本組入額（円） 

発行価格 

資本組入額 

1,015 

508 

新株予約権の行使の条件 
各本新株予約権の一部については、行使請求することがで

きない。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

本新株予約権付社債は会社法第254条第２項本文及び第３

項本文の定めにより本新株予約権又は本社債の一方のみを

譲渡することはできない。 

代用払込みに関する事項 

本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権が付さ

れた本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、そ

の払込金額と同額とする。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 
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（３）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

  

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）新株予約権の行使による増加であります。 

  

（５）【大株主の状況】 

１．当第１四半期会計期間において、ウェズリー・キャピタル・マネージメント・エルエルシーから、平成20

年４月30日付の変更報告書の写しの送付があり、同日現在で5,442千株を保有している旨の報告を受けて

おりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。

なお、ウェズリー・キャピタル・マネージメント・エルエルシーの変更報告書の写しの内容は以下のとお

りであります。 

 大量保有者    ウェズリー・キャピタル・マネージメント・エルエルシー 

 住所       アメリカ合衆国ニューヨーク州10022、ニューヨーク、５番街717、14階 

 保有株券等の数  株式 5,442,000株 

 株券等保有割合   3.70％ 

２．当第１四半期会計期間において、共同保有者であるドイツ証券株式会社他１社から、平成20年６月13日付

の変更報告書の写しの送付があり、同日現在で4,720千株を保有している旨の報告を受けておりますが、

株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。 

なお、ドイツ証券株式会社他１社の変更報告書の写しの内容は以下のとおりであります。 

 大量保有者    ドイツ証券株式会社他１社 

 住所       東京都千代田区永田町２－11－１山王パークタワー他 

 保有株券等の数  株式 4,720,587株 

 株券等保有割合   3.18％ 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

 資本準備金  
 増減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成20年４月１日～ 

 平成20年６月30日 

  

2,419,885 149,503,980 558 15,797 558 14,025 
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（６）【議決権の状況】 

  当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。 

①【発行済株式】 

  （注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が6,000株（議決権12個）含

まれております。 

  

②【自己株式等】 

 （注） 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が500株（議決権1個）あります。 

なお、当該株式数は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式に含めております。

２【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

（平成20年６月30日現在）

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式      578,000 
－ 

「普通株式」とは株主
としての権利内容に制
限のない基準となる株
式 

完全議決権株式（その他） 普通株式  144,750,000 289,500 同上 

単元未満株式 普通株式    1,756,095 － 同上 

発行済株式総数            147,084,095  － － 

総株主の議決権 － 289,500 － 

（平成20年６月30日現在）

所有者の氏名また
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式） 
平和不動産株式会社 

東京都中央区 
日本橋兜町1-10 578,000 － 578,000 0.39 

計 － 578,000 － 578,000 0.39 

月別 
平成20年 
４月 

５月 ６月 

最高（円） 537 640 601 

最低（円） 467 572 516 
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第５【経理の状況】 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から

平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。 
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,601 3,184

営業未収入金 1,683 1,462

有価証券 1,548 2,568

販売用不動産 36,742 31,653

仕掛販売用不動産 29,987 29,963

その他のたな卸資産 ※1  1 ※1  3

営業出資 9,729 7,179

その他 3,710 2,667

貸倒引当金 △71 △55

流動資産合計 85,932 78,628

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※2  82,661 ※2  81,164

土地 122,614 119,883

その他（純額） ※2  1,077 ※2  1,155

有形固定資産合計 206,354 202,202

無形固定資産   

のれん 45 48

その他 5,744 5,739

無形固定資産合計 5,790 5,787

投資その他の資産 12,129 11,975

固定資産合計 224,273 219,964

繰延資産 128 135

資産合計 310,334 298,728
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 1,063 3,492

1年内償還予定の社債 20,000 －

1年内償還予定の新株予約権付社債 － 1,170

短期借入金 27,835 24,850

1年内返済予定の長期借入金 8,322 6,910

未払法人税等 625 84

引当金 134 295

その他 3,167 2,793

流動負債合計 61,149 39,595

固定負債   

社債 40,000 60,000

転換社債型新株予約権付社債 20,000 20,000

長期借入金 86,862 78,850

引当金 448 876

負ののれん 2 3

その他 29,873 28,947

固定負債合計 177,187 188,677

負債合計 238,336 228,272

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,797 15,238

資本剰余金 14,025 13,466

利益剰余金 30,979 30,897

自己株式 △350 △340

株主資本合計 60,451 59,262

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △535 △859

土地再評価差額金 9,056 9,025

評価・換算差額等合計 8,521 8,165

少数株主持分 3,025 3,027

純資産合計 71,998 70,456

負債純資産合計 310,334 298,728
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日） 

営業収益 7,582

売上原価 4,003

売上総利益 3,579

販売費及び一般管理費 ※1  1,043

営業利益 2,535

営業外収益  

受取利息 3

受取配当金 99

その他 4

営業外収益合計 108

営業外費用  

支払利息 711

その他 14

営業外費用合計 725

経常利益 1,918

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1

固定資産売却益 4

特別利益合計 5

特別損失  

固定資産除却損 5

投資有価証券評価損 404

特別損失合計 410

税金等調整前四半期純利益 1,512

法人税等 ※2  638

少数株主利益 29

四半期純利益 844
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 1,512

減価償却費 1,374

投資有価証券評価損益（△は益） 404

固定資産除却損 5

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15

賞与引当金の増減額（△は減少） △119

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △41

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 23

受取利息及び受取配当金 △103

支払利息 711

社債発行費償却 6

固定資産売却益 △4

売上債権の増減額（△は増加） △220

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,149

営業出資の増減額（△は増加) △2,549

前払費用の増減額（△は増加） 77

未収入金の増減額（△は増加） △1,085

仕入債務の増減額（△は減少） △2,433

前受金の増減額（△は減少） △107

未払消費税等の増減額（△は減少） △27

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 200

その他 170

小計 △7,335

利息及び配当金の受取額 103

利息の支払額 △367

法人税等の支払額 △135

営業活動によるキャッシュ・フロー △7,735
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（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日） 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △100

有価証券の取得による支出 △100

有価証券の売却及び償還による収入 19

投資有価証券の取得による支出 △79

有形固定資産の取得による支出 △5,483

有形固定資産の売却による収入 37

無形固定資産の取得による支出 △9

長期前払費用の取得による支出 △5

差入保証金の差入による支出 △3

差入保証金の回収による収入 17

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,706

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,985

長期借入れによる収入 10,000

長期借入金の返済による支出 △575

新株予約権付社債の償還による支出 △52

自己株式の取得による支出 △9

配当金の支払額 △687

少数株主への配当金の支払額 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,658

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,783

現金及び現金同等物の期首残高 5,670

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  3,887
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

【簡便な会計処理】 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項

の変更 

 該当事項はありません。 

  

  

２．持分法の適用に関する事

項の変更 

 該当事項はありません。  

  

  

３．会計処理基準に関する事

項の変更 

 該当事項はありません。 

  

  

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

棚卸資産の評価方法  棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益

性の低下が明らかなものについてのみ正味

売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法

によっております。 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

税金費用の計算    税金費用については、当第１四半期連結

会計期間を含む連結会計年度の税金等調整

前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税金等調整前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて

計算しております。 

 なお、法人税等調整額は「法人税等」に

含めて表示しております。 
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【追加情報】 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

（有形固定資産の耐用年数の変更) 

 法人税法の改正に伴い、機械装置の耐用年数につい

ては、当第1四半期連結会計期間より改正後の耐用年

数を適用しております。これにより従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純

利益は、それぞれ24百万円減少しております。なお、

セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載して

おります。 

（役員退職慰労引当金) 

 当社および連結子会社は、平成20年６月開催の株主

総会において、役員退職慰労金制度の廃止および同退

職慰労金の退任時における打切り支給につき承認を受

けております。これに伴い、役員退職慰労引当金の残

高を全額取り崩し、打切り支給額の未払い分454百万

円については固定負債の「その他」に含めて表示して

おります。なお、前連結会計年度末における固定負債

の「引当金」に含まれている役員退職慰労引当金の残

高は431百万円であります。 
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【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

※１ 「その他のたな卸資産」の内訳は以下のとおりであ

ります。 

※１ 「その他のたな卸資産」の内訳は以下のとおりであ

ります。 

  

商品 1百万円 

仕掛品 0百万円 

合計 1百万円 

  

商品 3百万円 

仕掛品 0百万円 

合計 3百万円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額        ※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

  52,861百万円 

     

  51,644百万円

     

 ３ 保証債務  ３ 保証債務 

平和不動産（株）職員向住宅融資

利用者 
456百万円 

合計 456百万円 

平和不動産（株）職員向住宅融資

利用者 
467百万円 

合計 467百万円 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※１ 「販売費及び一般管理費」のうち主要な費目および

金額は次のとおりであります。 

 不動産販売・管理費 157百万円 

 給料手当 236百万円 

 役員賞与引当金繰入額 12百万円 

 賞与引当金繰入額 89百万円 

 役員退職慰労引当金繰入額 23百万円 

 退職給付費用 9百万円 

減価償却費 17百万円 

     

※２   当四半期連結会計期間における税金費用につい

ては、四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処

理により計算しているため、法人税等調整額は

「法人税等」に含めて表示しております。 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年６月30日） 

  

現金及び預金勘定 2,601百万円 

有価証券勘定 1,548百万円 

計 4,150百万円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △162百万円 

取得日から償還日までが３か月を超

える債券等 

△100百万円 

現金及び現金同等物 3,887百万円 
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（株主資本等関係） 

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）および当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

１．発行済株式の種類および総数 

 普通株式          149,503,980株 

  

２．自己株式の種類および株式数 

 普通株式            597,076株 

  

３．配当に関する事項 

  配当金支払額 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 732 5.0 平成20年３月31日 平成20年６月27日 利益剰余金 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （注）１ 事業区分は売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1）ビル事業……………建物、設備および土地の賃貸、管理、運営 

(2）住宅事業……………居住用不動産の開発、販売および賃貸 

(3）資産開発事業………収益用不動産の開発、資産運用およびマネジメント 

(4）その他の事業………不動産の仲介、建物設備の保守管理・改修請負工事、保険代理店事業、介護付有料老

人ホーム事業 

３ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

４ 当第１四半期連結累計期間より事業の種類別セグメントの名称を「ビル賃貸事業」から「ビル事業」に、

「資産開発・証券化事業」から「資産開発事業」にそれぞれ変更しております。 

５ 追加情報 

「追加情報」に記載のとおり、機械装置の耐用年数については、法人税法の改正に伴い当第1四半期連結会

計期間より、改正後の耐用年数を適用しております。これにより従来の方法に比べて、ビル事業は営業利益

が24百万円減少しております。なお、これ以外の各部門への影響は軽微であります。 

【所在地別セグメント情報】 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 本国以外の国または地域に所在する連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】 

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

 
ビル事業 
(百万円) 

住宅事業 
(百万円) 

資産開発
事業 

(百万円) 

その他の
事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去また
は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

営業収益              

(1）外部顧客に対する営業収

益 
4,665 1,795 569 552 7,582 － 7,582 

(2）セグメント間の内部営業

収益または振替高 
8 0 39 173 221 (221) － 

計 4,673 1,795 608 725 7,803 (221) 7,582 

営業利益および営業損失(△) 2,204 330 303 △25 2,813 (278) 2,535 
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（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

（重要な後発事象） 

２【その他】 

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 463.19円 １株当たり純資産額 460.24円

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 5.73円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
5.00円

  
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（百万円） 844 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － 

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 844 

期中平均株式数（千株） 147,349 

    

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（百万円） － 

普通株式増加数（千株） 21,345 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要 

 該当事項はありません。 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成20年８月７日

平和不動産株式会社 

取締役会 御中 

東陽監査法人 

 
指定社員
業務執行社員  

公認会計士 井上 司  印 

 
指定社員
業務執行社員  

公認会計士 村本 泰雄  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている平和不動産株式

会社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成２０年４月１

日から平成２０年６月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算

書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、平和不動産株式会社及び連結子会社の平成２０年６月３０日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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